
օ͞Μͷ

͍ئ͓

όέπͳͲͷ࣭ߗϓϥενοΫʢߗいϓϥενοΫʣɺ೩͑る͝

みとしてग़すΑ͏͓ئいします。దͳผに͝ྗڠください。

●資源回収ステーションや地区資源回収でペットボトルを出す際は、ラベルをはがしてだ

してください。

˙೩͑る͝みɺ金ଐྨ͝みɺಃ
ɾΨϥε͝みͷग़しํث࣓

◎燃えるごみ、金属類ごみ、陶

磁器・ガラスごみは、収集日の

朝（8：00）までに町指定のご

み袋に入れて、ごみ集積場所

に出してください。

◎前日の夜など収集日以外に

出すと、ごみ集積場所付近の

住民に迷惑となります。ルー

ルを守り、集積場所をきれい

に保ちましょう。

◎町指定のごみ袋が貼り付け

てあるだけでは収集しませ

ん。必ず袋の中に入れてくださ

い。袋に入らないものは、粗大

ごみとして出してください。

˙ϏϯɾϖοτϘτϧͷग़しํ

◎設置してあるかご、袋に分

別して出してください。

◎ビンは中を洗い、ふたはで

きるだけ外してください。

◎ペットボトルは中を洗い、

軽くつぶして出してください

（外側のラベルは、はがしてく

ださい）。ふた・ラベルは、本体

とは別に回収します。

˗೩͑Δ͝ΈʢՄ೩ʣɺۚ ଐྨ͝Έɺಃ࣓ثɾΨϥε͝ΈɺϏϯɾϖοτϘτϧのऩूʢ�݄ʣ

͍ͩ͘͞ྗڠ͝ʹճऩݯࢿ˗

ઃ໊ࢪ ར༻時間 ҰํͷࢪઃͰͷΈճऩ͍ͯ͠Δ ௨ͷճऩڞ

෦ݯࢿճऩスςーγϣϯ
（愛知த෦ਫಓஂۀاೆ東）
த෦ݯࢿճऩスςーγϣϯ

（த෦อҭԂறं）

9：00～16：30
ʤۀٳ日：݄ 曜日ʥ

খܕՈి	ύιίϯؚΉ
 、ϓϥス
νοΫ༰ثแ、ペοτϘτϧ、
ペοτϘτϧΩϟοϓ、ࢴ༰ثแ
、͕ࡶΈ

৽ฉ、ࢽࡶ、ஈϘーϧ、ࢴ
ύοΫ、ݹண、Ϗϯ、アϧ
ϛ؈、スνーϧޫܬ、؈
、、Ϙλϯిిס、
ॆిࣜి、ഇ৯༻༉、
ന৭τレΠ、スϓレー؈、
ϥΠλー、ׂΓࣺ͍ͯ
͠、ΠϯΫΧーτϦοジ、ਫ
ۜೖΓମԹܭ、όοςϦー

ඌࡾӴੜ߹
東郷ඒԽηϯλー

（ճऩスτοΫϠードݯࢿ）
☎0561（38）���6

݄～ۚ曜日　8：30～1�：00
　  　　　　13：00～16：30
土曜日　　　8：30～11：30

ʤۀٳ日：日曜日ʥ

ۚଐௐཧث۩、খܕՈ （ిಛఆର
ʹݶΔ）、$%ٴͼ%7%（ಉέー
スؚΉ）、ਕ

地۠
Մ೩

（ຖि）
ۚଐྨ

ಃ࣓ث
Ψϥス

ϏϯɾペοτϘτϧ（地۠ݯࢿճऩ）

ճऩॴݯࢿ ճऩ日

༞ࣉ
݄ɾ木

1�ɾ�6 日
（ୈ �ɾ4
ਫ曜日）

�6 日
（ୈ 4 ਫ

曜日）

༞ެࣉຽؗɾ東郷春木ΫϦχοΫԣ

6 ݄ 9 日（日）
（ୈ � 日曜日）

˞ճऩ時間、
֤地۠ͷճཡͳ
Ͳࢀরɻճऩ日
มΘΔՄੑ
͋Γɻ

෦ా ෦ాίϛηϯɾϏレοジϋス東郷

ന土

Րɾۚ

ന土;Ε͍͋ηϯλー

෦ాࢁ ෦ాࢁίϛηϯ

ਗ਼ਫ ਗ਼ਫίϛηϯ

ࣔຊ

ࣔຊެຽؗࣔຊͷҰ෦
	 春木ΑΓ東ଆ 


5ɾ19 日
（ୈ1ɾ3
ਫ曜日）

19 日
（ୈ 3 ਫ

曜日）

߹
߹ެຽؗɾ知ʑזάϥϯドɾ
ն間۠றंڇ

ॾྠॅ ॾྠॅूձॴ

߹έٰ

݄ɾ木

߹έٰίϛηϯ

春木 1�ɾ�6 日 �6 日 春木ίϛηϯ 6 ݄ 16 日（日）
（ୈ 3 日曜日）

˞ճऩ時間、
֤地۠ͷճཡͳ
Ͳࢀরɻճऩ日
มΘΔՄੑ
͋Γɻ

നௗ

5ɾ19 日
（ୈ1ɾ3
ਫ曜日）

19 日
（ୈ 3 ਫ

曜日）

നௗίϛηϯɾެྮߴԂɾ
ೌέ根ެԂ

ַޚ ባެԂɾ大ެԂޚ

ԡஂ地（） ԡஂ地 �04 ౩ԣ͝Έूੵॴ

ԡஂ地（ೆ） ԡஂ地 407 ౩前

ॾྠ

Րɾۚ

ॾྠެຽؗ 6 ݄ 9 日（日）

ࢁ ࢁίϛηϯɾதԝެԂ
6 ݄ 16 日（日）

（ୈ 3 日曜日）ന土 1�ɾ�6 日 �6 日
ന土ίϛηϯɾήーτϘーϧறंɾϥドーχ
東郷（ϏϯͷΈ）ɾレΠϯϘー東ന土 	 ϏϯͷΈ 
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˔͍߹Θͤɿڥ՝ὸ���1ʢ��ʣ��2�

ඌࡾӴੜ߹ͷ͝みͷ直接ͪ࣋込み

　家庭から出た燃えるごみ、金属類ごみ、陶磁器・ガ

ラスごみ、粗大ごみは、尾三衛生組合東郷美化セン

ターに直接持ち込み、処分できます。

ൖೖؒ࣌（祝日も通常どおり搬入できます）

・月～金曜日　8：30～12：

00、13：00～16：30

・土曜日　8：30～11：30

ྉ金　20kgまで400円（超過

分は10kgごとに200円加算）

　運転免許証など町内在住を証明できるものͪ࣋

い߹Θͤ　尾三衛生組合☎0561（38）2226

。くださいྗڠճऩに͝ݯࢿ

　町内には、資源回収ステーションが2カ所あり、さ

まざまな資源物を回収しています（回収品目の詳細

は、右ページ下参照）。ごみの削減、資源の有効利

用のため、資源回収にご協力ください。

　また、ステーションでは、家庭から出る小型家電

も回収しています。

ճऩͰ͖るখܕՈ電　電気・電池で動く使用済みの

家電で、おおむね町指定ごみ袋（50cm×80cm）

程度の大きさの物

【例】掃除機、電子レンジ、扇風機、ゲーム機、

ポータブルオーディオプレーヤー、デジタルカメ

ラ、カーナビ、ビデオカメラ、ビデオデッキ、携帯

電話、パソコンなど

ճऩͰ͖ͳいখܕՈ電

【例】布製、革製、木製の物（マッサージチェ

アー、電気毛布、木製スピーカーなど）、おも

ちゃ、家電リサイクル対象品目（テレビ、エアコ

ン、冷蔵庫、洗濯機）など

。みͰす͔ࡁ病予ࣹ͓ݘڰ

　生後91日以上たった犬は狂犬病予防法により、生

涯1回の登録と、毎年1回4月～6月に狂犬病予防注射

を接種することが義務付けられています。未接種の犬

は、獣医などで必ず接種させてください。

い　町で犬を登録している人ئ͓

に、予防注射案内はがきを4月にお

送りしましたが、犬の死亡など内容

に変更がある場合は手続きが必要で

す。詳しくは、環境課へお問い合わ

せください。

こͲΤίΜͺくJO౦ڷ����ग़లऀืू

　こどもエコばんぱくは、環境について楽しみながら

学習できるイベントです。環境をテーマにしたブース

の出展やステージ発表、エコ遊園地などでボランティ

アを実施してくださる団体・個人を募集します。ぜひ

ご協力ください。

9　࣌月29日（日）午前10時～午後2時（少雨決行）

ところ　いこまい館芝生広場

申し込み　６月2８日（金）まで

※過去の出展情報は、町ホーム

ページ「ホーム＞まち・環境＞環

境・自然＞環境啓発イベント」を

ご覧ください。

い߹Θͤ　環境課☎0561（56）0729

த෦ݯࢿ回ऩスςーγϣϯ

෦ݯࢿ回ऩスςーγϣϯ

ϑϦʔμΠϠϧὸ ����ʢ���ʣ���
（受け付けは月～金曜日の 9：00 ～ 17：00）

◆土・日曜日、祝日は受け付けできません。

◆申し込みされた翌週の木曜日に収集します。

◆ 1 回の収集は 1 世帯 5 個までです。（1 個 510 円）

◆収集券は、お近くのスーパー、コンビニなどでお買

い求めください。

◆事業所から排出される物は対象外

です。

◆収集日前 3 日以内の申し込み内容

の変更は、環境課へご連絡ください。

ૈେ͝みऩूͷ予約डઐ༻電話Ͱ
（डηϯλー）

த෦ݯࢿ回ऩ
スςーγϣϯ

෦ݯࢿ回ऩ
スςーγϣϯ
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